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高齢者人口と要介護度別認定者数の推移

＊各年 10 月 1日（認定者数は 9月末日）現在
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介
護
保
険
の
し
く
み

平成30年度介護保険料 第1号被保険者（65歳以上の人）
（保険料額は、平成29年度と同じです）

段階 対象者 乗率 保険料額
（年額：円）

第１段階

・生活保護受給者
・非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
・�非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入の合計
額80万円以下

0.4 24,480

第２段階 ・�非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入の合計
額120万円以下 0.625 38,240

第３段階 ・�非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入の合計
額120万円超 0.7 42,830

第４段階 ・�課税世帯で本人非課税、合計所得金額および課税年金収
入の合計額80万円以下 0.85 52,010

第５段階 ・�課税世帯で本人非課税、合計所得金額および課税年金収
入の合計額80万円超 基準額 61,180

（月額：5,098）
第６段階 ・本人課税で、合計所得金額125万円以下 1.125 68,830
第７段階 ・本人課税で、合計所得金額125万円超200万円未満 1.25 76,480
第８段階 ・本人課税で、合計所得金額200万円以上300万円未満 1.5 91,770
第９段階 ・本人課税で、合計所得金額300万円以上400万円未満 1.6 97,890
第10段階 ・本人課税で、合計所得金額400万円以上500万円未満 1.7 104,010
第11段階 ・本人課税で、合計所得金額500万円以上600万円未満 1.8 110,130
第12段階 ・本人課税で、合計所得金額600万円以上700万円未満 1.9 116,250
第13段階 ・本人課税で、合計所得金額700万円以上800万円未満 2.0 122,360
第14段階 ・本人課税で、合計所得金額800万円以上900万円未満 2.1 128,480
第15段階 ・�本人課税で、合計所得金額900万円以上1,000万円未満 2.2 134,600
第16段階 ・本人課税で、合計所得金額1,000万円以上 2.3 140,720
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じょうりんちゃん

　

介
護
保
険
は
、
支
え
合

い
の
考
え
の
も
と
共
同
し

て
保
険
料
を
負
担
し
、
加

齢
に
よ
る
病
気
な
ど
に
よ

り
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

人
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
し
く
み
で
す
。

　

40
歳
以
上
の
人
が
被
保

険
者
と
し
て
保
険
料
を
納

め
、
介
護
や
支
援
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、

１
割
ま
た
は
２
割
（
平
成

30
年
８
月
か
ら
一
定
以
上

の
所
得
が
あ
る
人
は
３
割

※
裏
面
参
照
）
の
負
担
で

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
条
例
で
65
歳
以
上
の

人
の
平
成
30
年
度
か
ら
３

年
間
の
介
護
保
険
料
を
決

定
し
ま
し
た
。
課
税
状
況

　

市
の
高
齢
化
率
（
総
人

口
に
対
す
る
65
歳
以
上
人

口
の
割
合
）
は
、
平
成
12

年
10
月
の
13
・
８
パ
ー
セ

ン
ト
（
７
人
に
１
人
）
か

ら
、
平
成
29
年
10
月
に
は

32
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
（
３

人
に
１
人
）
と
、
18
・
７

ポ
イ
ン
ト
の
大
幅
な
増
加

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
認
定
者
数
も
平

市
の
高
齢
者
人
口
と

認
定
者
数
の
推
移

「
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、誰
も
が
安
心
し
て

老
後
を
過
ご
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」を
め
ざ
し
て

　

介
護
保
険
制
度
は
、
増
え
続
け
る
高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体
で

支
え
る
し
く
み
と
し
て
平
成
12
年
４
月
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

制
度
が
始
ま
っ
て
18
年
が
経
過
し
、
市
で
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
が

充
実
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
市
で
は
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
や
住
ま
い
で
、
尊
厳
あ
る
自
立
し
た
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
「
高
齢
者
の
自
立
支
援
」
と
「
持
続

可
能
な
介
護
保
険
運
営
」
を
め
ざ
し
て
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

に
取
り
組
み
ま
す
。

成
12
年
10
月
と
平
成
29

年
10
月
を
比
べ
る
と
２
，

４
６
８
人
増
、
約
３
倍
と

大
幅
な
増
加
と
な
っ
て
お

り
、
今
後
も
こ
の
傾
向
は

さ
ら
に
進
む
と
見
込
ま
れ

ま
す
。

　

戦
後
生
ま
れ
の
い
わ
ゆ

る
「
団
塊
の
世
代
」
が
75

歳
以
上
と
な
り
、
介
護
が

必
要
な
高
齢
者
が
急
速
に

増
加
す
る
２
０
２
５
年
度

を
見
据
え
た
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な
る

第
７
期
介
護
保
険
事
業

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

深
化
を
図
る
た
め
、
平
成

29
年
度
に
第
７
期
目
と
な

る
介
護
保
険
事
業
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
。

　

計
画
で
は
、
平
成
30
年

度
か
ら
３
年
間
の
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
量
の
見
込
み

や
認
知
症
施
策
の
充
実
な

ど
、
３
年
間
の
施
策
の
方

向
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

平
成
30
年
度
か
ら
の 

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

や
所
得
金
額
に
よ
り
16
段

階
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

（
左
表
参
照
）

　

今
回
の
介
護
保
険
料
は
、

第
６
期
か
ら
据
え
置
き
と

し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
の

進
展
に
伴
う
要
介
護
等
認

定
者
の
増
加
な
ど
に
よ
る

介
護
給
付
費
の
上
昇
を
、

準
備
基
金
の
取
り
崩
し
に

よ
り
抑
え
て
い
ま
す
。

　

や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
納
期
限
ま
で
に
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
高
齢
介
護

課
介
護
保
険
係
〔
☎（
56
）

４
０
４
３
〕
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◎�合計所得金額とは、年金・給与・事業などの所得から、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除
額」及び「公的年金等に係る雑所得（保険料段階が第１〜５段階のみ）」を控除した額です
◎�年金から天引きの人は、すでに４月と６月の年金から、平成29年度の保険料を基に算定した金額を納めて
いただいています。前半（４月、６月、８月）と後半（10月、12月、２月）のおのおのの保険料の合計額
をできるだけ均等にするため、８月の保険料額で調整します。そのため前年と比べ保険料段階が変わる場
合などに、８月の保険料額は他の月に比べて大幅に増減することがあります
◎�保険料額は平成30年４月〜平成31年３月の１年間の金額です。日本年金機構などから送付される源泉徴
収票は１〜12月の金額のため、この保険料額と金額が異なります
◎�第１段階は、国の制度による軽減措置後の金額です。なお、軽減前の保険料額（年額）は、27,540円です�



（2）

　保険料の減免や各負担軽減制度の適用を受
けるには申請が必要です。各制度に関する手
続きの方法や該当基準など、詳しくはお問い
合わせください。
問高齢介護課介護保険係☎（56）4043

保険料の減免や負担軽減制度
介護保険料の減免
　市には、収入の少ない世帯のための保険料減免
の制度があります。
　減免を受けるには表面記載の保険料段階が第２
段階・第３段階の人で年間収入120万円以下、預
〈表①〉介護サービスを利用した場合の自己負担　（施設に入所などした場合の負担限度額）

利　用　者　負　担　段　階 食費
（日額）

居住費(日額） 高額介護
サービス費の
上限（月額）

ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型個室
多床室

特養等 老健・療養等

第１段階
生活保護受給者

300円 820円 490円 320円 490円 0円

個人�15,000円
世帯�15,000円

市民税非課税世帯で老齢福
祉年金受給者

個人�15,000円
世帯�24,600円

第２段階

市民税非課税世帯で本人の
合計所得金額と課税年金収
入と非課税年金収入の合計
が80万円以下の人

390円 820円 490円 420円 490円 370円

第３段階 市民税非課税世帯で利用者
負担第２段階以外の人 650円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 世帯�24,600円

第４段階
現役並み所得者または市
民税課税世帯の人（※１）

各施設などが決めた金額を払います 世帯�44,400円

院）への入所（院）やショートステイを利用する場
合、食費や居住費（滞在費）は原則自己負担です。
　金額は施設が定めますが、市民税非課税の人に
対して、その負担を軽減する制度があります。な
お、配偶者が市民税課税の人や一定以上の預貯金
を保有する人は対象となりません。

　介護サービスを利用し、自己負担額が一定の金
額を超えると、その超えた分をお返しする制度で
す（表①参照）。新規で該当する人については、市
からお知らせします。
（※１）市民税課税世帯の人のうち、同じ世帯の全
ての65歳以上の人（サービスを利用していない人を
含む）の利用者負担割合が１割の世帯の人は、平成
29年８月からの３年間に限り、年間446,400円が
上限となります

貯金350万円以下、課税者の扶養を受けていない
などの条件があります。また、災害による減免や、
入院や失業などが原因で世帯収入が２分の１以下
に減った場合などの減免の制度もあります。
（市の基準を満たす場合に限る）

　介護保険施設（特養、老健、療養型、介護医療 高額介護サービス費

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
に
つ
い
て

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
た
め
に
は
、
市
に
要

介
護
（
要
支
援
）
認
定
を

申
請
し
、
「
介
護
や
支
援

が
必
要
な
状
態
で
あ
る
」

と
認
定
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

申
請
は
、
市
の
窓
口
で

本
人
や
そ
の
家
族
が
行
い

ま
す
が
、
申
請
に
行
く
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
は
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
に
代
行
し
て
も
ら
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。
申
請
に

は
、
介
護
保
険
被
保
険

者
証
（
65
歳
未
満
の
人
は
、

健
康
保
険
証
な
ど
）
が
必

要
で
す
。

　

申
請
後
に
、
本
人
な
ど

へ
の
聞
き
取
り
調
査
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
本
人
の

主
治
医
に
心
身
の
状
況
に

つ
い
て
の
意
見
書
を
作
成

し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ

ら
を
も
と
に
、
「
介
護
認

定
審
査
会
」
で
審
査
さ
れ
、

介
護
を
必
要
と
す
る
度
合

い
（
要
介
護
状
態
区
分
）

が
判
定
さ
れ
ま
す
。
認
定

結
果
が
出
る
前
で
も
、
暫

定
的
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作

成
す
る
こ
と
で
、
申
請
日

か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
ま
す
。
現
在
日
常

生
活
を
送
る
の
に
心
配
が

な
け
れ
ば
、
認
定
申
請
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
身
体
機
能
の
低
下

な
ど
で
日
常
生
活
に
支
障

を
感
じ
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス

や
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
思
わ

れ
た
時
に
、
か
か
り
つ
け

の
医
師
と
も
相
談
の
う
え
、

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定

の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
介
護
課
介
護
認
定

係
☎（
56
）４
０
３
７

　

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
（
以
下
、

「
総
合
事
業
」）
は
、
要
支

援
に
認
定
さ
れ
た
生
活
機

能
の
低
下
が
見
ら
れ
る
人

な
ど
が
利
用
す
る
「
介
護

予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
」
と
65
歳
以
上
の

人
す
べ
て
が
利
用
で
き
る

「
一
般
介
護
予
防
事
業
」

で
構
成
さ
れ
、
65
歳
以
上

の
人
の
介
護
予
防
と
自
立

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
に
つ
い
て

し
た
日
常
生
活
を
支
援
し

ま
す
。

　
「
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
で
は
、

要
支
援
１・
２
の
人
な
ど

を
対
象
に
、
訪
問
型
サ
ー

ビ
ス
と
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
従

来
の
訪
問
介
護
や
通
所

介
護
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ

ス
だ
け
で
な
く
、
基
準
を

一
部
緩
和
し
た
市
独
自
の

サ
ー
ビ
ス
も
実
施
し
て
お

り
、サ
ー
ビ
ス
内
容
に
応

じ
た
利
用
者
負
担
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
利

用
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
要
介
護
・
要
支
援
認
定

を
受
け
る
方
法
の
ほ
か
に
、

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

（
生
活
状
況
に
つ
い
て
の

簡
易
な
質
問
）
に
よ
る
判

定
を
受
け
る
こ
と
で
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
「
一
般
介
護
予

防
事
業
」
で
は
認
知
症
予

防
教
室
や
介
護
予
防
教
室

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
に
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン

を
た
て
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
要
支
援
１
・
２
の
人

は
各
圏
域
を
担
当
す
る
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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担当センター名 住所 電話番号 担当圏域

地域包括支援センター 寺田水度坂130 54-7330
55-3047

東城陽中圏域
城陽中圏域
南城陽中圏域

西部地域包括支援センター 富野西垣内1-19 55-7222 西城陽中圏域

北部地域包括支援センター
ひだまり 平川浜道裏20-1 55-5180 北城陽中圏域

食費・居住費（滞在費）の軽減〈表①参照〉

平成30年度介護保険制度改正の概要
　平成30年度（2018年度）の介護保険制度改正は、団塊の世代がすべて75歳に
なる2025年度に向け、介護保険料の負担をできるだけ適正な範囲に抑えつつ、
引き続き、介護サービスの効率化・重点化に取り組むことで、介護保険制度を持
続可能なものとすることをねらいとしています。そのうち、利用者負担の見直し
に関することについて下記のとおりご説明します。

＜平成30年８月から＞
◎一定以上所得者の利用者負担の見直し
　65歳以上の人で一定以上の所得がある人については、介護サービス、介護予防サービ
ス、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用における自己負担が２割となってい
ますが、そのうち、特に所得の高い人の負担割合が３割となります。
　利用者の負担割合を示す証明書となる介護保険負担割合証については、要介護（要支援）
認定を受けている人全員に、平成30年７月頃に郵送します。

＜平成30年４月から＞
◎介護保険の財源構成の変更
　介護保険の財源のうち半分を担う介護保険料の負担割合が、65歳以上の人は22パーセ
ントから23パーセントに、40歳〜 64歳の人は28パーセントから27パーセントになりま
した。

◎介護サービス費用の見直し
　３年に１度実施される介護報酬の改定に伴いサービス費用が見直しとなったため、サー
ビスを利用したときに支払う利用者の自己負担額が変わりました。

負担割合

年金収入等　340万円以上
（※） 2割⇒3割

年金収入等　280万円以上 2割

年金収入等　280万円未満 1割

※�前年中の本人の合計所得金額が220万
円以上で、同じ世帯の65歳以上の人
の「年金収入+その他の合計所得金額」
が単身の場合340万円以上、2人以上
世帯の場合463万円以上の人

平成30年（2018年）6月15日 介護保険だより介護保険

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/


